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株 主 各 位
大阪市浪速区日本橋東２丁目１番３号

代表取締役社長 坂 田 周 平

第71回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第71回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くだ
さいますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができま
すので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使
書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2019年６月26日（水曜日）午後５時
までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 2019年６月27日（木曜日）午前10時
２．場 所 大阪市中央区南船場４丁目２番４号

日本生命御堂筋ビル12階
ハートンホール「マーガレット」
（末尾の「株主総会会場ご案内」をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第71期（2018年４月１日から2019年３月31日まで）事業報告

の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査
役会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第71期（2018年４月１日から2019年３月31日まで）計算書類
の内容報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役９名選任の件
第３号議案 監査役２名選任の件
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
第５号議案 役員賞与の支給の件

以　上

　本年度より、株主総会にご出席の株主様へのお土産の配布を取りやめさせていただき
ます。何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。
　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださ
いますようお願い申しあげます。
　なお、株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生
じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。
（アドレス　https://www.denkyosha.co.jp/）
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（添付書類）
事　 業　 報　 告

（2018年４月１日から
2019年３月31日まで）

１．企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過およびその成果

　当連結会計年度におけるわが国経済は、政府による経済政策や日銀の継続的

な金融政策を背景に企業収益や雇用・所得環境に改善が見られるなど、景気は

概ね緩やかな回復基調で推移いたしました。一方、消費者の節約志向は依然と

して根強く消費者マインドの低下による需要の低迷など、回復軌道への道のり

は不透明な状況となっております。

　海外では今後の米国の政策動向や米中貿易摩擦を背景とした中国経済の不

確実性、北朝鮮情勢の地政学的リスク、英国のＥＵ離脱問題をはじめとした欧

州の政治的な混乱など、景気の先行きは予断を許さない状況となっておりま

す。

　当社グループの主要販売先である専門量販店等におきましては、ネット通販

が伸長するなか実店舗の売上高が伸び悩むなど、業種業態の垣根を越えた価格

競争が一段と激しさを増し、生き残りを賭けた熾烈な競争が繰り広げられてお

ります。

　また、当社グループを取り巻く環境につきましても、同業他社との価格競争

が激しさを増すなど、大変厳しい状況が続いております。

　このような状況の下、当社グループにおきましては、消費者が求めている商

品の発掘、消費者ニーズを捉えたオリジナル商品の開発強化、グループ合同商

談会の開催などを通じた取引先への企画提案の更なる強化等、積極的な営業施

策を推進してまいりました。

　この結果、当社グループの当連結会計年度の売上高は472億５千８百万円（前

年同期比5.7％増）となりました。

　利益面におきましては、売上総利益率の改善等により、経常利益は８億９百

万円（前年同期比28.8％増）となりました。親会社株主に帰属する当期純利益

は、投資有価証券売却益７千９百万円を特別利益に、固定資産除却損５千１百

万円を特別損失に計上したことなどにより、５億４百万円（前年同期比19.1％

減）となりました。
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　セグメントの業績を示すと次のとおりであります。

　電気商品卸販売事業におきましては、取引先への企画提案の強化と営業施策

の推進等により、売上高は393億８百万円（前年同期比7.4％増）となりまし

た。

　利益面におきましては、売上増加に加え売上総利益率の改善を図ったことな

どにより、セグメント利益は１億８千１百万円（前年同期比1,291.5％増）と

なりました。

　家庭用品卸販売事業におきましては、主要販売先への販売不振等により、売

上高は62億４千９百万円（前年同期比4.7％減）となりました。

　利益面におきましては、販売費及び一般管理費の改善を図ったものの売上総

利益率の低下等により、セグメント損失１億２千３百万円（前年同期は１億４

千４百万円のセグメント損失）となりました。

　次期の見通しにつきましては、グループ企業間の更なる連携強化と情報共有

化を深めるとともに、グループ企業間の横断的な組織再編も行い、競争力の一

層の向上を図ってまいります。

　また、当社グループにおける業務の効率化と省力化を図るため、ＩＴ投資や

物流への投資につきましても積極的に行ってまいります。

　さらに、2019年４月１日付で、文具・日用品等の製造・販売を行っているサ

ンノート株式会社の全株式を取得し当社の連結子会社といたしました。

　これらにより、当社グループの今後の収益は一層改善されるものと見込んで

おります。

(2) 設備投資等の状況

　当連結会計年度において実施いたしました企業集団の設備投資額は、５億８

千万円であります。そのうち、主なものは、「電響社グループ関東ビル」（2018

年５月完成）新築工事に係る設備投資４億３千５百万円（建設仮勘定からの振

替を除く）であります。

(3) 資金調達の状況

　当連結会計年度中に、「電響社グループ関東ビル」新設に係る設備投資資金

として、金融機関より長期借入金として10億円の調達を実施いたしました。

　その他増資、社債発行等による資金調達は行っておりません。
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(4) 企業集団の財産および損益の状況

区 分 2016年３月期 2017年３月期 2018年３月期
2019年３月期
(当連結会計年度)

売 上 高(百万円) 43,760 44,711 44,713 47,258

経 常 利 益(百万円) 1,009 1,029 628 809

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

(百万円) 693 864 623 504

１株当たり当期純利益( 円 ) 110.75 138.37 102.25 82.68

総 資 産(百万円) 31,642 32,276 32,929 32,522

純 資 産(百万円) 23,931 24,415 25,086 24,637

（注）１．売上高、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益、総資産、純資産の金額は百
万円未満を切り捨てて表示しております。

２．１株当たり当期純利益は期中平均発行済株式総数に基づき算出し、銭未満を四捨五
入して表示しております。

３．2016年10月１日付で普通株式２株につき１株の割合をもって株式併合を実施してお
ります。これに伴い、１株当たり当期純利益は、2016年３月期の期首に当該株式併
合が行われたと仮定し、算定しております。

４．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２
月16日）を当連結会計年度より適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の
区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、
前連結会計年度の総資産の金額は組替え後の金額で表示しております。

(5) 重要な親会社および子会社の状況

　重要な子会社の状況

会 社 名 資本金
当 社 の
出資比率

主 要 な 事 業 内 容

百万円 ％

大和無線電器株式会社 337 100.0
弱電機器関連商品卸販売、電子部
品の販売

梶 原 産 業 株 式 会 社 60 100.0 家庭用品の卸販売

株式会社アピックスインターナショナル 93 100.0 デザイン家電製品の企画製造販売

リ　ー　ド　株式会社 10 100.0
家電製品の修理、商品の保管、配
送、取付設置等

株式会社システム機器センター 20 100.0
弱電設備、電気的防災および防火
設備の設計・施工

株式会社　響　　　和 12 100.0
有料駐車場および不動産の賃貸・管
理、損害保険代理業ならびにＥＣ事業

（注）2019年４月１日より、サンノート株式会社が連結グループに加わりました。
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(6) 当社グループが対処すべき課題

　当社グループが属する生活関連商品に係る流通業界におきましては、消費動

向の不透明感、業種業態を超えた価格競争がますます激しさを増し、大変厳し

い状況が続いております。

　ネット通販と実店舗との競合・融合等、流通業界の競争関係は、かつてなく

複雑化し、価格競争も一段と激しさを増しております。

　一方、流通の変遷やＩＴの進化により、流通業界における卸売業が求められ

る業容は、大きく変化してまいりました。ＩＴを駆使したデリバリー機能、新

商品やその演出方法の販売先への提案、実店舗のラウンドと売り場作り等、多

岐にわたる対応が求められております。

　こうした中、当社グループにおいては、安定した財務基盤と資金力を活か

し、当社グループのコア事業である電気商品卸販売事業、および家庭用品卸販

売事業へ重点的に投資を行い、さらに新規事業の開発を積極的に行い、将来の

当社グループの柱となる事業として育ててまいります。

　また、当社グループの信用力の源泉である安定した財務基盤の維持を前提

に、上記企業価値向上のための事業投資への自己資金の活用など、当社グルー

プ資産の一層の有効活用と資本効率の改善を図ってまいります。

(7) 主要な事業内容（2019年３月31日現在）

当社グループは、株式会社電響社（当社）および連結子会社６社（大和無線

電器株式会社、梶原産業株式会社、株式会社アピックスインターナショナル、

リード株式会社、株式会社システム機器センター、株式会社響和）で構成され

ており、電気商品、家庭用品の卸販売を主な事業としております。その他の事

業につきましては、電子部品の販売、家電製品の修理、商品の保管、配送、取

付設置、弱電設備の設計・施工および不動産管理・賃貸・駐車場管理等を行っ

ております。

　当社グループの事業内容および当社と連結子会社の当該事業に係る位置付

けは、次のとおりであります。

電気商品卸販売事業…………当社および連結子会社の大和無線電器株式会社

がメーカー（仕入先）より商品を仕入し、家電量

販店、ホームセンター等の専門量販店、通信販売

会社の他、小売事業者等に販売しております。ま

た、連結子会社の株式会社アピックスインターナ

ショナルが、家電製品を海外で企画製造し、国内

の卸販売者や小売業者等に販売しております。
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家庭用品卸販売事業…………連結子会社の梶原産業株式会社がメーカー（仕入

先）より商品を仕入し、家電量販店、ホームセン

ター等の専門量販店、通信販売会社の他、小売事

業者等に販売しております。

電子部品販売事業……………連結子会社の大和無線電器株式会社が電子部品

メーカー（仕入先）より電子部品を仕入し、製造

メーカー等に販売しております。

家電修理物流配送事業………連結子会社のリード株式会社が家電製品の修理、

商品の保管、配送、取付設置等を行っております。

電気関連システム化事業……連結子会社の株式会社システム機器センターが

弱電設備の設計・施工等を行っております。

不動産管理事業………………連結子会社の株式会社響和が当社グループの営

業設備および賃貸設備の土地・建物の管理、損害

保険代理業、ＥＣ事業等を行っております。

(8) 主要な営業所および工場（2019年３月31日現在）

①　電気商品卸販売事業

　 （当社の主要な事業所）

本　社 大阪市浪速区

営業部 関東営業部（東京都千代田区）、関西営業部（大阪市浪速区）、

九州営業部（福岡市博多区）

支　店 北日本支店（仙台市若林区）、名古屋支店（名古屋市中村区）、

中四国支店（広島市西区）

物流センター 関東物流センター（千葉県柏市）、

第二関東物流センター（千葉県流山市）、

関西物流センター（大阪府泉大津市）、

九州物流センター（福岡県糟屋郡）
（注）2018年５月28日付で、関東営業部は東京都台東区から東京都千代田区に移転い

たしました。
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　 （子会社（大和無線電器㈱）の主要な事業所）

本　社 京都市右京区

営業部 関東営業部（東京都千代田区）、関西営業部（大阪府吹田市）

物流センター 東日本物流センター（千葉県流山市）、

関西物流センター（大阪府東大阪市）、

第二関西物流センター（兵庫県朝来市）
（注）2018年６月４日付で、関東営業部は東京都港区から東京都千代田区に移転いた

しました。

　 （子会社（㈱アピックスインターナショナル）の主要な事業所）

本　社 大阪市浪速区

支　社

事務所

愛知県岩倉市

東京都千代田区
（注）2018年６月１日付で、東京事務所（東京都千代田区）を開設いたしました。

②　家庭用品卸販売事業

　 （子会社（梶原産業㈱）の主要な事業所）

本　社 大阪府東大阪市

営業部 関東営業部（東京都千代田区）、関西営業部（大阪府東大阪市）

物流センター 本社物流センター（大阪府東大阪市）、

柏原物流センター（大阪府柏原市）、

関東物流センター（千葉県流山市）、
（注）１.2018年５月28日付で、関東営業部は東京都台東区から東京都千代田区に移転

いたしました。

２.2019年１月14日付で、福岡営業所ならびに九州物流センターを閉鎖し、福岡

営業所は関西営業部と統合、九州物流センターは本社物流センターと統合し

ました。

③　電子部品販売事業（子会社（大和無線電器㈱）の主要な事業所）

京都市右京区

④　家電修理物流配送事業（子会社（リード㈱）の主要な事業所）

京都市南区

⑤　電気関連システム化事業（子会社（㈱システム機器センター）の主要な事業所）

大阪市浪速区

⑥　不動産管理事業（子会社（㈱響和）の主要な事業所）

大阪市浪速区
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(9) 従業員の状況（2019年３月31日現在）

①　企業集団の従業員の状況

従 業 員 数 前 期 末 比 増 減

388名 ４名増

（注）上記のほか、パートタイマーおよび派遣社員が78名おります。

②　当社の従業員の状況

従 業 員 数 前 期 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

149名 ４名増 43.7歳 16.5年

（注）上記のほか、パートタイマーおよび派遣社員が３名おります。

(10) 主要な借入先（2019年３月31日現在）

借 入 先 借 入 金 残 高 ( 百 万 円 ）

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 940

株 式 会 社 京 都 銀 行 400

株 式 会 社 北 陸 銀 行 326

株 式 会 社 滋 賀 銀 行 200

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 100

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 100

株 式 会 社 り そ な 銀 行 100

 (注) 上記借入金残高の内、株式会社三菱ＵＦＪ銀行の490百万円、株式会社北陸銀行の326百
万円は、当社の１年内返済予定の長期借入金および長期借入金残高であり、それ以外は、
子会社の大和無線電器株式会社および株式会社アピックスインターナショナルの短期借
入金残高であります。
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２．会社の株式に関する事項 （2019年３月31日現在）

(1) 発行可能株式総数

(2) 発行済株式の総数

(3) 株主数

23,667,000株

 6,665,021株（自己株式を含む）

     1,196名

(4) 大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

千株 ％
株 式 会 社 イ ワ タ ニ 920 15.08

電 響 社 取 引 先 持 株 会 610 10.01

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 300 4.91

株 式 会 社 北 陸 銀 行 295 4.84

電 響 社 従 業 員 持 株 会 189 3.11

中 野 　 修 168 2.76

東京海上日動火災保険株式会社 137 2.26

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 120 1.97

オ ー ナ ン バ 株 式 会 社 104 1.70

象 印 マ ホ ー ビ ン 株 式 会 社 102 1.67

（注）１．当社の自己株式564,590株は、上記の表から除いております。

　　　２．持株比率は自己株式を控除して計算しております。

３．会社の新株予約権等に関する事項

　　該当事項はありません。
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４．会社役員に関する事項

(1) 取締役および監査役の氏名等　（2019年３月31日現在）

地 位 氏 名 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代表取締役
会 長

藤 野 　 博
大和無線電器㈱ 代表取締役会長
梶原産業㈱ 代表取締役会長

代表取締役
社 長

坂 田 周 平
営業本部長
㈱システム機器センター 代表取締役社長
㈱響和 代表取締役社長

代表取締役
専 務

辻 　 正 秀 管理本部長

常務取締役 冨金原弘寿 営業本部統括部長

取 締 役 公 文 雅 人
大和無線電器㈱ 代表取締役社長
リード㈱ 代表取締役社長

取 締 役 山 下 俊 治 九州営業部長

取 締 役 御 前 仁 志 総務部長

取 締 役 德 丸 公 義

常勤監査役 遊 上 利 之

監 査 役 武 貞 文 隆

監 査 役 妙 中 茂 樹

（注) １．2018年６月28日開催の第70回定時株主総会において御前仁志氏が、取締役に就任い

たしました。

２．取締役 德丸公義氏は、社外取締役であります。

３．取締役 德丸公義氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相

当程度の知見を有しております。

４．監査役 武貞文隆氏および妙中茂樹氏は、社外監査役であります。

５．監査役 武貞文隆氏は、金融機関における豊富な経験、上場企業の財務および会計に

関する業務の経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有しておりま

す。

６．監査役 妙中茂樹氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相

当程度の知見を有しております。

７．当社は、取締役 德丸公義氏、監査役 武貞文隆氏および妙中茂樹氏を東京証券取引

所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

８．当社は、社外取締役 德丸公義氏、社外監査役 武貞文隆氏および妙中茂樹氏と、会

社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する

契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425

条第１項に定める最低責任限度額としております。
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９．取締役の担当を次のとおり変更しております。

　　2018年６月28日付

氏 名 異 動 後 異 動 前

辻 　 正 秀
代表取締役専務
管理本部長

代表取締役専務
管理本部長 兼 経理部長

(2) 取締役および監査役の報酬等の総額

当事業年度に係る報酬等の総額

取締役 ８名 175百万円 （うち社外取締役　１名　３百万円）

監査役 ３名 20百万円 （うち社外監査役　２名　８百万円）

（注）１．取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりま

せん。

２．取締役の報酬等の総額には、2019年６月27日開催予定の第71回定時株主総会にお

いて付議いたします役員賞与33百万円が含まれております。

(3) 社外役員に関する事項

当事業年度における主な活動状況

　社外取締役 德丸公義氏は当事業年度に開催された取締役会17回すべてに

出席し、主として経験豊富な公認会計士の観点から必要に応じて発言を行っ

ております。

　社外監査役 武貞文隆氏は当事業年度に開催された取締役会17回すべてに、

社外監査役 妙中茂樹氏は当事業年度に開催された取締役会17回のうち16回

に出席し、それぞれの観点から、取締役会の意思決定の妥当・公正性を確保

するため必要に応じて意見を述べております。

　社外監査役 武貞文隆氏および妙中茂樹氏は当事業年度に開催された監査

役会12回すべてに出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要

事項の協議等を行っております。また、会計監査人との意見交換会を実施す

るとともに、適宜、事業所、グループ会社等の現場往査を行っております。
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５．会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称

　　太陽有限責任監査法人

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

①　当事業年度に係る会計監査人としての報酬等

　29百万円

②　当社および当社子会社が支払うべき金銭その他財産上の利益の合計額

　29百万円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引

法に基づく監査の監査報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できませんの

で、上記には、これらの合計額を記載しております。

２．監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」

を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の状況、および報酬見積りの算出根拠など

を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第１項の同意

を行っております。

(3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当す

ると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたし

ます。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主

総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

　また、監査役会は、会計監査人の監査体制、独立性、監査品質、監査業務の

遂行状況等を総合的に判断し、監査の適正性および信頼性が確保できないと認

めたときは、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案

の内容を決定いたします。
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６．会社の体制および方針

業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況

１．取締役および使用人の職務執行が法令および定款に適合することを確保する

ための体制

(1)当社は「コンプライアンス基本方針」に基づき、法令および定款の遵守を徹

底するとともに、総務部内にコンプライアンス担当者を置き、コンプライア

ンス体制の維持・向上を推進する。

(2)内部監査部門による監査および内部通報制度により、不祥事の早期発見およ

び予防に努める。

(3)財務報告の適正性を確保するため、財務報告に係る内部統制を構築する。ま

た、その体制の整備・運用状況を定期的に評価し維持・改善に努める。

(4)市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした

態度で臨み、これを断固として排除する。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

　取締役の職務執行に係る情報は、文書管理規程に基づき、適切に保存およ

び管理する。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1)当社は「リスク管理規程」に基づき、経営に重大な影響を及ばすおそれのあ

るリスクに対し、未然防止、再発防止および迅速な対応に努める。

(2)取締役および使用人は、リスクを認識した際、その情報内容および入手先等

の情報を迅速かつ正確にリスク管理統括部門である総務部へ報告する。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1)取締役会は、当社の経営に関わる重要事項の審査ならびに意思決定、会社の

事業、経営全般に対する監督を行う。

(2)経営の迅速化、事業構造改革推進、監督機能の強化を図るため、業務執行権

限の一部を執行役員に委譲する。

(3)緊急かつ全社的に重要な影響を及ぼす事項については、多面的かつ慎重な検

討を加えるため、取締役、執行役員等使用人による幹部会議を必要に応じて

開催し、その進捗を取締役会に諮問または報告する。

５．当会社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための

体制

(1)当社は「コンプライアンス基本方針」に基づき、グループ会社全体のコンプ

ライアンス体制の構築に努める。
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(2)当社は「グループ会社管理規程」に基づき、各グループ会社の状況に応じて

必要な管理を行う。また、各グループ会社の経営成績その他の重要な情報に

ついて、当社への定期的な報告を義務付ける。

(3)内部監査部門は、各グループ会社の業務の状況について、定期的に監査を行

う。

６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該

使用人に関する事項

(1)当社は、監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、必

要な人員を配置する。また、当該使用人は監査役の指揮命令に従うものと

し、取締役からの指揮は受けないものとする。

(2)当該使用人の人事異動、人事評価および懲戒に関しては、監査役会の事前の

同意を得るものとする。

７．当社および子会社の取締役および使用人が監査役に報告するための体制その

他の監査役への報告に関する体制

(1)当社および子会社の取締役および使用人は、会社に重大な損失を与える事項

が発生し、もしくは発生するおそれがあるとき、または取締役および使用人

による違法もしくは不正な行為を発見したときは、書面もしくは口頭にて監

査役に報告する。

(2)監査役は必要に応じて業務執行に関する報告、説明または関係資料の提出を

当社および子会社の取締役および使用人に求めることができる。

８．上記７.の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを

受けないことを確保するための体制

　取締役および使用人からの監査役への通報については、法令等に従い通報

内容を秘密として保持するとともに、当該通報者に対する不利益な取扱いを

禁止する。

９．当社の監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理にかかる方

針に関する事項

(1)当社は、監査役がその職務の執行について費用の前払い等を請求したとき

は、担当部門において必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費

用または債務を処理する。

(2)監査役が職務遂行に必要であると判断した場合、弁護士、公認会計士等の専

門家に意見・アドバイスを依頼するなど必要な監査費用を認める。

－ 14 －

会社の体制および方針



10．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1)取締役および使用人の監査役監査に対する理解を深め、監査役監査の環境を

整備するよう努める。

(2)代表取締役と監査役との会合を随時開催し、また内部監査部門との連携を図

り、適切な意思疎通および効果的な監査業務の遂行を図る。

11．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

(1)内部統制システム全般

　当社グループ各社は「グループ会社管理規程」に基づき、経営成績その他

の重要情報について定期的に当社への報告を行っております。また、監査役

および内部監査室による定期的な業務監査、内部統制監査を実施しておりま

す。

(2)コンプライアンス

　社内研修などを通じて、役員および使用人のコンプライアンスに関する意

識向上を図っております。また、「内部通報規程」に基づき、社内と社外に

通報窓口を設け、内部通報者を保護するとともに、不正や法令違反を防止し

ております。

(3)リスク管理

　当社は、「リスク管理規程」に基づき、リスク管理委員会を開催し、リス

ク管理に係る方針の策定、事業その他業務に係る個別リスクの管理状況の把

握、リスク回避措置の指導監督、対応策の検討等を行っております。

(4)監査役の監査体制

　当社の監査役会は、社外監査役２名を含む監査役３名で構成され、監査役

会は当事業年度において12回開催し、監査に関する重要事項の協議等を行っ

ております。

　また、取締役会その他重要な会議への出席、会計監査人との意見交換会の

実施、事業所、グループ会社等の現場往査を行うなど、監査の実効性を確保

しております。

－ 15 －

会社の体制および方針



連 結 貸 借 対 照 表

（2019年３月31日現在）
（単位：百万円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現金及び預金

受取手形及び売掛金

電子記録債権

商品及び製品

仕 掛 品

原材料及び貯蔵品

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有形固定資産

建 物

土 地

そ の 他

無形固定資産

ソフトウエア

の れ ん

そ の 他

投資その他の資産

投資有価証券

保 険 積 立 金

賃貸固定資産

長 期 預 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

17,705

5,639

7,144

494

3,454

41

0

931

△1

14,816

3,370

1,343

1,886

140

502

40

325

136

10,944

3,753

165

3,803

2,832

394

△4

流 動 負 債 6,215

支払手形及び買掛金 3,752

短 期 借 入 金 1,350

１年内返済予定の
長 期 借 入 金

199

未 払 金 430

未払法人税等 159

賞 与 引 当 金 127

役員賞与引当金 52

そ の 他 143

固 定 負 債 1,669

長 期 借 入 金 616

繰延税金負債 498

退職給付に係る負債 230

預 り 保 証 金 207

そ の 他 116

負 債 合 計 7,885

純 資 産 の 部

科 目 金 額

株 主 資 本 23,431

資 本 金 2,644

資 本 剰 余 金 2,560

利 益 剰 余 金 18,876

自 己 株 式 △650

その他の包括利益累計額 1,206

その他有価証券評価差額金 1,206

純 資 産 合 計 24,637

資 産 合 計 32,522 負債及び純資産合計 32,522

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております｡
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連 結 損 益 計 算 書

（2018年４月１日から2019年３月31日まで）

（単位：百万円）

科 目 金　　　　　額

売 上 高 47,258

売 上 原 価 39,343

売 上 総 利 益 7,914

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 7,769

営 業 利 益 145

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 89

仕 入 割 引 739

不 動 産 賃 貸 収 入 317

為 替 差 益 6

そ の 他 72 1,226

営 業 外 費 用

支 払 利 息 7

売 上 割 引 424

不 動 産 賃 貸 原 価 116

そ の 他 14 562

経 常 利 益 809

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 79 79

特 別 損 失

投 資 有 価 証 券 評 価 損 5

固 定 資 産 除 却 損 51 56

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 831

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 329

法 人 税 等 調 整 額 △3

当 期 純 利 益 504

親会社株主に帰属する当期純利益 504

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております｡

－ 17 －

連結損益計算書



連結株主資本等変動計算書
（2018年４月１日から2019年３月31日まで）

（単位：百万円）

株 主 資 本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本
合 計

2 0 1 8 年 ４ 月 １ 日 　 残 高 2,644 2,560 18,646 △650 23,201

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △274 △274

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

504 504

自 己 株 式 の 取 得 △0 △0

株主資本以外の項目の連結会計
年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 )

連結会計年度中の変動額合計 － － 229 △0 229

2 0 1 9 年 ３ 月 3 1 日 　 残 高 2,644 2,560 18,876 △650 23,431

その他の包括利益累計額

純資産合計
その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ損益
そ の 他 の 包 括
利益累計額合計

2 0 1 8 年 ４ 月 １ 日 　 残 高 1,885 △0 1,885 25,086

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △274

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

504

自 己 株 式 の 取 得 △0

株主資本以外の項目の連結会計
年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 )

△679 0 △678 △678

連結会計年度中の変動額合計 △679 0 △678 △449

2 0 1 9 年 ３ 月 3 1 日 　 残 高 1,206 － 1,206 24,637

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております｡
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連結注記表

１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記

(1) 連結の範囲に関する事項

①　連結子会社の数　　　　　　　６社

　連結子会社の名称　　　　　　大和無線電器株式会社

梶原産業株式会社

株式会社アピックスインターナショナル

リード株式会社

株式会社システム機器センター

株式会社響和

②　非連結子会社の名称等

　　該当事項はありません。

(2) 持分法の適用に関する事項

　　該当事項はありません。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社の決算日は下記を除いて連結決算日（毎３月末日）と同一であります。

　 決算日　　　　　　　　　　法人名

　３月20日　　　　　　　　株式会社響和

(4) 会計方針に関する事項

①　重要な資産の評価基準及び評価方法

　有価証券

　満期保有目的の債券…………償却原価法（定額法）

　その他有価証券………………（時価のあるもの）

連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均

法により算定）

（時価のないもの）

移動平均法による原価法

　デリバティブ……………………時価法

　たな卸資産

　当社及び連結子会社は主として月別移動平均法による原価法（貸借対照表価額について

は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

　有形固定資産……………………定率法を採用しております。

　（リース資産を除く）　　　　（ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附

属設備を除く。）、並びに平成28年４月１日以降に取得し

た建物附属設備及び構築物については定額法を採用して

おります。）

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建 物 31～38年

　無形固定資産……………………定額法を採用しております。

　（リース資産を除く）　　　　なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における

利用可能期間（５年）に基づいております。
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賃貸固定資産……………………定率法を採用しております。

　（リース資産を除く）　　　　（ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附

属設備を除く。）、並びに平成28年４月１日以降に取得し

た建物附属設備及び構築物については定額法を採用して

おります。）

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建 物 22～47年

　リース資産………………………所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数と

し、残存価額を零とする定額法を採用しております。

③　重要な引当金の計上基準

　貸倒引当金………………………売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計

上しております。

　賞与引当金………………………従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の

支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上してお

ります。

　役員賞与引当金…………………役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込

額を計上しております。

④　重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。

⑤　重要なヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法　　　　繰延ヘッジ処理を採用しております。また、為替変動リスクの

ヘッジについて振当処理の要件を充たしている場合には振当

処理を採用しております。

ヘッジ手段とヘッジ対象　ヘッジ手段　為替予約取引

ヘッジ対象　輸入に関わる外貨建債務及び外貨建予定取引

ヘッジ方針　　　　　　　将来の為替相場の変動に伴うリスクを回避し、外貨建債務の円

貨によるキャッシュ・フローを固定化することを目的として、

原則実需の範囲内で為替予約取引を行っており、投機目的では

利用しておりません。

ヘッジ有効性評価の方法  ヘッジ手段とヘッジ対象の相場変動割合の相関関係を求めるこ

とにより、その有効性を判定しております。

⑥　その他連結計算書類作成のための重要な事項

　　退職給付に係る負債の計上基準

　　　従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資

産の残高に基づき計上しております。

当社及び連結子会社は退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に退職給付に係る期

末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

　　消費税等の会計処理方法

　　　税抜方式を採用しております。
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(5) のれんの償却に関する事項

　のれんは20年で均等償却しております。

２．表示方法の変更に関する注記

（｢『税効果会計に係る会計基準』の一部改正｣の適用）

　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）を

当連結会計年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰

延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

３．連結貸借対照表に関する注記

(1) 受取手形裏書譲渡高 42百万円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 1,295百万円

(3) 賃貸固定資産の減価償却累計額 2,277百万円

(4) 連結会計年度末日満期手形等

　連結会計年度末日満期手形等の会計処理については、当連結会計年度の末日が金融機関の

休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。連結会計年度末日満

期手形等の金額は、次のとおりであります。

　　受取手形 53百万円

　　電子記録債権 10百万円

４．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普 通 株 式 6,665千株 －千株 －千株 6,665千株

(2) 自己株式の株式数に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首
当連結会計年度
増 加 株 式 数

当連結会計年度
減 少 株 式 数

当連結会計年度末

普 通 株 式 564千株 0千株 －千株 564千株

（注）普通株式の自己株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

(3) 剰余金の配当に関する事項

①　配当金支払額等

イ．2018年６月28日開催の第70回定時株主総会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 152百万円

・１株当たり配当額 25円

・基準日 2018年３月31日

・効力発生日 2018年６月29日

（注）１株当たり配当額の内訳（普通配当20円、記念配当５円）

ロ．2018年11月５日開催の取締役会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 122百万円

・１株当たり配当額 20円

・基準日 2018年９月30日

・効力発生日 2018年12月５日
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②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの

　　2019年６月27日開催予定の第71回定時株主総会において、普通株式の配当に関する事項を

次のとおり付議いたします。

・配当金の総額 122百万円

・１株当たり配当額 20円

・基準日 2019年３月31日

・効力発生日 2019年６月28日

５．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

　①　金融商品に対する取組方針

　当社グループは、経営方針・経営戦略等に照らして、必要な資金を銀行より調達しており

ます。一時的な余剰資金は主にリスクの極めて低い金融資産で運用し、短期的な運転資金に

ついては銀行借入により調達しております。また、設備資金については、銀行からの長期借

入によっております。デリバティブは、外貨建ての営業債務に係る為替の変動リスクに対す

るヘッジを目的とした先物為替予約取引であり、投機的な取引は行っておりません。

　②　金融商品の内容及びそのリスク

　当社の現金及び預金の中には、外貨預金が一部含まれており、為替の変動リスクに晒され

ております。

　営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されており

ます。

　投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに

晒されております。

　長期預金の中には、外貨預金が一部含まれており、為替の変動リスクに晒されております。

　営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが３ヶ月内の支払期日であります。

また、その一部には輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりま

すが、通常取引の範囲内で外貨建営業債務に係る将来の為替の変動リスクを回避する目的で、

先物為替予約取引を行っております。

　短期借入金については、そのほとんどが３ヶ月内の返済期日であります。

　１年内返済予定の長期借入金は、設備資金であります。

　連結子会社が利用しているデリバティブ取引は、外貨建ての営業債務に係る為替の変動リ

スクに対するヘッジを目的とした先物為替予約取引であります。なお、ヘッジ会計に関する

ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、連結計算書

類作成のための基本となる重要な事項に関する注記（4）会計方針に関する事項　⑤重要なヘ

ッジ会計の方法に記載のとおりです。

　③　金融商品に係るリスク管理体制

ａ．信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　当社は、取引先の債権管理において、相手先ごとの与信管理を行っており、主要取引先

については、取引信用保険等により一定のリスク低減を図っております。連結子会社にお

いても、当社の債権管理に準じた方法によりリスク管理を行っております。
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ｂ．市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

　当社が保有する外貨預金は為替の変動リスク、また、投資有価証券においては市場価格

の変動リスクを有しておりますが、これらのリスク管理は経理部で行っております。また、

連結子会社が利用しているデリバティブ取引については、必要の範囲内で当社の管理本部

責任者の承認のもとで取引を行い、担当部署において管理しております。

　当社が利用している複合金融商品の契約の相手先及び連結子会社が利用している為替予

約取引の契約の相手先は、信用度の高い国内の銀行であり、相手先の契約不履行による信

用リスクはほとんどないと認識しております。

　なお、これらの状況については、定例の取締役会で報告・検討しております。

　連結子会社においても、当社に準じた方法によりリスク管理を行っております。

ｃ．資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

　当社は、流動性預金の管理は経理部で行っており、支払に関しては、関係部署からの報

告に基づき、流動性リスクを一元的に管理しております。

　連結子会社においても、当社に準じた方法によりリスク管理を行っております。

　④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算

定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるた

め、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

　2019年３月31日（当連結会計年度の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及び

これらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と

認められるものは、次表には含まれていません。

連結貸借対照表
計上額（百万円）

時 価（百万円） 差 額（百万円）

（1）現金及び預金 5,639 5,639 －

（2）受取手形及び売掛金 7,144 7,144 －

（3）電子記録債権 494 494 －

（4）投資有価証券

その他有価証券 3,746 3,746 －

（5）長期預金 2,832 2,795 △36

資産計 19,857 19,821 △36

（1）支払手形及び買掛金 3,752 3,752 －

（2）短期借入金 1,350 1,350 －

（3）１年内返済予定の長期借入金 199 199 －

（4）長期借入金 616 616 －

負債計 5,919 5,919 －

（注）１.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資　産

（1）現金及び預金、（2）受取手形及び売掛金、（3）電子記録債権

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳

簿価額によっております。
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（4）投資有価証券

　投資有価証券の時価について、株式は取引所の価格によっており、その他の有価証

券については、取引金融機関等から提示された価格によっております。

（5）長期預金

　長期預金は、元本が保証されたデリバティブ内包型預金であり、時価の算定方法

は、取引金融機関から提示された価格によっております。

負　債

（1）支払手形及び買掛金、（2）短期借入金、（3）１年内返済予定の長期借入金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳

簿価額によっております。

（4）長期借入金

　変動金利による長期借入金については、金利が一定期間ごとに更改される条件とな

っているため、時価は帳簿価額にほぼ等しいといえることから、当該帳簿価額によっ

ております。

（注）２.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分 連結貸借対照表計上額（百万円）

非上場株式 6

　これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められ

るため｢（4）投資有価証券　その他有価証券｣には含めておりません。

（注）３.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

１年以内
（百万円）

１年超
５年以内
（百万円）

５年超
10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

現金及び預金 5,639 － － －
受取手形及び売掛金 7,144 － － －
電子記録債権 494 － － －
長期預金 － 332 2,500 －

合計 13,278 332 2,500 －

（注）４.長期借入金の連結決算日後の返済予定額

１年超
２年以内
（百万円）

２年超
３年以内

（百万円）

３年超
４年以内

（百万円）

４年超
５年以内

（百万円）

５年超
（百万円）

長期借入金 199 199 216 － －
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６．賃貸等不動産に関する注記

　当社及び一部の連結子会社では、東京都その他の地域において、賃貸収益を得ることを目的
として賃貸事務所等（土地を含む。）を所有しております。
　なお、賃貸不動産の一部については、一部の連結子会社が使用しているため、賃貸等不動産
として使用される部分を含む不動産としております。
　これら賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する連結貸借
対照表計上額、当連結会計年度増減及び時価は、次のとおりであります。

連結貸借対照表計上額（百万円）
当連結会計年度末
の時価（百万円）当 連 結 会 計

年度期首残高
当連結会計
年度増減額

当連結会計
年度末残高

賃貸等不動産 3,728 △34 3,693 5,135

賃貸等不動産として使用
される部分を含む不動産

112 △3 109 171

（注）１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
２．当連結会計年度の主な増加額は、不動産の取得（11百万円）等によるものであり、

主な減少額は減価償却費（49百万円）等によるものであります。
３．当連結会計年度末の時価は、以下によっております。

(1) 賃貸等不動産のうち、主要な物件については、外部の不動産鑑定士による不動産
鑑定評価書に基づく金額であります。

(2) 上記(1)以外の賃貸等不動産については、固定資産税評価額等を合理的に調整し
た価額により算定した金額であります。

　また、賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する2019年３
月期における損益は、次のとおりであります。

賃貸収益
（百万円）

賃貸費用
（百万円）

差　　額
（百万円）

そ　の　他
（売却損益等）
（百万円）

賃貸等不動産 312 104 207 －

賃貸等不動産として使用さ
れる部分を含む不動産

5 11 △6 －

（注）賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産には、一部の連結子会
社が使用している部分も含むため、当該部分の賃貸収益は計上されておりません。なお、
当該不動産に係る費用（減価償却費、修繕費、保険料、租税公課等）については、賃貸費
用に含まれております。

７．１株当たり情報に関する注記
(1) １株当たり純資産額 4,038円62銭

(2) １株当たり当期純利益 82円68銭

８．重要な後発事象に関する注記

（サンノート株式会社の全株式の取得と子会社化について）
　当社は、2018年12月６日開催の取締役会において、サンノート株式会社の全株式を取得し、子
会社化することについて決議を行い、同年12月10日付で株式譲渡契約を締結し、2019年４月１日
付で全株式を取得いたしました。
　なお、本株式の取得により、2019年４月１日開始連結会計年度からサンノート株式会社は、当
社の連結対象会社となります。

[株式の取得の状況]
(1) 取得日 2019年４月１日
(2) 取得株式数 56株（所有割合 100％）
(3) 取得価額 2,095百万円
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貸　借　対　照　表

（2019年３月31日現在）
（単位：百万円）

資 産 の 部 負 債 の 部
科　　   目 金　  額 科 　 　  目 金　  額

流 動 資 産

現金及び預金

受 取 手 形

電子記録債権

売 掛 金

商品及び製品

未 収 入 金

そ の 他

固 定 資 産

有形固定資産

建 物

土 地

そ の 他

無形固定資産

ソフトウエア

そ の 他

投資その他の資産

投資有価証券

関係会社株式

保 険 積 立 金

賃貸固定資産

長 期 預 金

そ の 他

9,719

4,009

155

164

3,324

1,527

361

175

16,590

2,578

1,239

1,218

120

156

28

128

13,854

3,298

3,989

93

3,578

2,832

62

流 動 負 債 2,181
買 掛 金 1,560

１年内返済予定の
長 期 借 入 金

199

未 払 金 166

未払法人税等 85

賞 与 引 当 金 59

役員賞与引当金 33

そ の 他 75

固 定 負 債 1,359

長 期 借 入 金 616

繰延税金負債 416

退職給付引当金 48

預 り 保 証 金 193
そ の 他 85

負 債 合 計 3,540

純 資 産 の 部

科 目 金　 額

株 主 資 本 21,653
資 本 金 2,644

資 本 剰 余 金 2,560

資 本 準 備 金 2,560

利 益 剰 余 金 17,098

利 益 準 備 金 360

その他利益剰余金 16,737

圧 縮 積 立 金 80

別 途 積 立 金 14,000

繰越利益剰余金 2,657

自 己 株 式 △650

評価・換算差額等 1,115
その他有価証券評価差額金 1,115

純 資 産 合 計 22,769

資 産 合 計 26,309 負債及び純資産合計 26,309

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております｡
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損　益　計　算　書

（2018年４月１日から2019年３月31日まで）

（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 21,094

売 上 原 価 17,577

売 上 総 利 益 3,516

販売費及び一般管理費 3,557

営 業 損 失 40

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 183

仕 入 割 引 345

不 動 産 賃 貸 収 入 318

そ の 他 49 896

営 業 外 費 用

支 払 利 息 2

売 上 割 引 96

不 動 産 賃 貸 原 価 112

そ の 他 9 219

経 常 利 益 635

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 79 79

特 別 損 失

有 価 証 券 評 価 損 0

固 定 資 産 除 却 損 34 34

税 引 前 当 期 純 利 益 680

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 201

法 人 税 等 調 整 額 0

当 期 純 利 益 478

　（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております｡
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株主資本等変動計算書

（2018年４月１日から2019年３月31日まで）

（単位：百万円）

株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

資本準備金
資本剰余金
合 計

利益準備金

そ の 他 利 益 剰 余 金
利益剰余金
合 計圧 縮

積立金
別 途
積立金

繰越利益
剰 余 金

2018年４月１日　残高 2,644 2,560 2,560 360 85 14,000 2,449 16,895

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △274 △274

当 期 純 利 益 478 478

自 己 株 式 の 取 得

圧縮積立金の取崩し △4 4 －

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 － － － － △4 － 207 203

2019年３月31日　残高 2,644 2,560 2,560 360 80 14,000 2,657 17,098

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等

純資産合計
自 己 株 式 株主資本合計

その他有価証券
評 価 差 額 金

評価・換算
差額等合計

2018年４月１日　残高 △650 21,450 1,703 1,703 23,153

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △274 △274

当 期 純 利 益 478 478

自 己 株 式 の 取 得 △0 △0 △0

圧縮積立金の取崩し － －

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額(純額)

△587 △587 △587

事業年度中の変動額合計 △0 203 △587 △587 △384

2019年３月31日　残高 △650 21,653 1,115 1,115 22,769

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております｡
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券

子会社株式………………………移動平均法による原価法

満期保有目的の債券……………償却原価法（定額法）

その他有価証券…………………（時価のあるもの）

事業年度末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平

均法により算定）

（時価のないもの）

移動平均法による原価法

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

　月別移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法）により算定しております。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産…………………

　　（リース資産を除く）

定率法（ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建

物附属設備を除く。）、並びに平成28年４月１日以降に取

得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用

しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建 物 31～38年

②　無形固定資産…………………

　　（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における

利用可能期間（５年）に基づいております。

③　賃貸固定資産…………………

　　（リース資産を除く）

定率法（ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建

物附属設備を除く。）、並びに平成28年４月１日以降に取

得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用

しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建 物 22～47年

④　リース資産……………………所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数と

し、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(4) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、事業年度末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。

(5) 引当金の計上基準

①　貸倒引当金……………………売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計

上しております。
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②　賞与引当金……………………従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の

支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

③　役員賞与引当金………………役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込

額を計上しております。

④　退職給付引当金………………従業員の退職給付に備えるため、簡便法により当事業年度

末における退職給付債務及び年金資産の残高に基づき計上

しております。

(6) その他計算書類作成のための重要な事項

　　消費税等の会計処理

　　　税抜方式を採用しております。

２．表示方法の変更に関する注記

（｢『税効果会計に係る会計基準』の一部改正｣の適用）

　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）を

当事業年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税

金負債は固定負債の区分に表示しております。

３．貸借対照表に関する注記

(1) 関係会社に対する短期金銭債権 118百万円

(2) 関係会社に対する短期金銭債務 46百万円

(3) 受取手形裏書譲渡高 29百万円

(4) 有形固定資産の減価償却累計額 589百万円

(5) 賃貸固定資産の減価償却累計額 2,172百万円

(6) 期末日満期手形等

　期末日満期手形等の会計処理については、当事業年度の末日は金融機関の休日でしたが、

満期日に決済が行われたものとして処理しております。期末日満期手形等の金額は、次のと

おりであります。

　　受取手形 52百万円

　　電子記録債権 3百万円

４．損益計算書に関する注記

　関係会社との取引高

　　売上高 543百万円

　　仕入高 1,095百万円

　　営業取引以外の取引高 244百万円

５．株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

　普通株式 564千株
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６．税効果会計に関する注記

　　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

　　繰延税金資産

賞与引当金 18百万円

退職給付引当金 14百万円

未払事業税 8百万円

投資有価証券評価損 33百万円

減損損失 113百万円

その他 33百万円

　小計 222百万円

将来減算一時差異の合計に係る評価性引当額 △147百万円

　　計 75百万円

　　繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △455百万円

圧縮積立金 △35百万円

　　計 △491百万円

　繰延税金負債の純額 △416百万円

７．関連当事者との取引に関する注記

　子会社

種 類 会 社 等 の 名 称
議決権等の所有
(被所有)割合(％)

関連当事者
と の 関 係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

子会社 大和無線電器株式会社
(所有)
直接 100

商品の販売
及び仕入
役員の兼任

受取配当金 99 － －

８．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 3,732円40銭

(2) １株当たり当期純利益 78円36銭

９．重要な後発事象に関する注記

（サンノート株式会社の全株式の取得と子会社化について）
　当社は、2018年12月６日開催の取締役会において、サンノート株式会社の全株式を取得し、子
会社化することについて決議を行い、同年12月10日付で株式譲渡契約を締結し、2019年４月１日
付で全株式を取得いたしました。
　なお、本株式の取得により、2019年４月１日開始事業年度からサンノート株式会社は、当社の
連結対象会社となります。

[株式の取得の状況]

(1) 取得日 2019年４月１日

(2) 取得株式数 56株（所有割合 100％）

(3) 取得価額 2,095百万円
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本

独立監査人の監査報告書

株式会社 電 響 社 2019年５月10日

取　締　役　会　御中
太陽有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 高 木 　 勇 

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 柳 　 承 煥 

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社電響社の2018年４月１日から
2019年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計
算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連
結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備
及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類
に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づ
き監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実
施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な
虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性に
ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者
によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含ま
れる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠して、株式会社電響社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に
係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。

以　上
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会計監査人の監査報告書　謄本

独立監査人の監査報告書

株式会社 電 響 社 2019年５月10日

取　締　役　会　御中
太陽有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 高 木 　 勇 

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 柳 　 承 煥 

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社電響社の2018年４月１
日から2019年３月31日までの第71期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、
株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計
算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及び
その附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公
正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書
類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、
監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手する
ための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書
類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査
の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその
附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採
用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし
ての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認
められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び
損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告書　謄本

監　査　報　告　書

　当監査役会は、2018年４月１日から2019年３月31日までの第71期事業年度の取締役の職務の

執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の結果、監査役全員の一致した

意見として、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

(1) 監査役会は、監査計画（監査方針、監査実施計画、職務の分担等）を定め、各監査役か

ら監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からそ

の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、当期の監査計画に従い、取

締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整

備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。

一　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び内部監査室等からその職務の執行状

況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、稟議書等の重要な決裁書類を閲覧

し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。

二　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保

するための体制、その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確

保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体

制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内

部統制システム）について、取締役及び内部監査室等からその構築及び運用の状況に

ついて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

三　子会社については、子会社の取締役及び監査役並びに使用人と意思疎通及び情報の交

換を図り、必要に応じて子会社の業務状況を調査するとともに事業の報告を受けまし

た。

四　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検

証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応

じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを

確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品

質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知

を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸

借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並び

に連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結

注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

一　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示してい

るものと認めます。

二　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実

は認められません。

三　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該

内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、

指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

　会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2019年５月11日

株式会社 電 響 社 監査役会

常勤監査役 遊 上 利 之 

社外監査役 武 貞 文 隆 

社外監査役 妙 中 茂 樹 

以　上
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株主総会参考書類

議案および参考事項

第１号議案　剰余金の処分の件

　　剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

  期末配当に関する事項

　当社は、配当政策を経営上の最重要課題のひとつとして位置づけており、利

益配分につきましては、財務体質と経営基盤の強化を図るとともに、株主の皆

様への安定的な配当の維持および適正な利益還元を基本としております。

　第71期の期末配当につきましては、当期の業績および今後の事業展開等を勘

案して以下のとおりといたしたいと存じます。

(1) 配当財産の種類

　金銭

(2) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

　当社普通株式１株につき金20円　総額122,008,620円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

　2019年６月28日

－ 36 －

剰余金の処分の件



第２号議案　取締役９名選任の件

　取締役全員（８名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりま

す。つきましては、経営体制の強化のため１名を増員し、取締役９名の選任を

お願いいたしたいと存じます。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生　年　月　日）

略歴、当社における地位および担当
（重　要　な　兼　職　の　状　況）

所 有 す る
当社の株式数

１

さか

坂
た

田
 

　
しゅう

周
へい

平
(1956年４月25日生)

1980年４月 日立家電販売株式会社（現 日立コンシュ

ーマ・マーケティング株式会社）入社

2011年４月 同社 国内営業統括本部 量販営業本部長

2012年７月 当社入社 営業本部総括営業部長

2013年６月 当社執行役員

2013年６月 当社関東営業部長

2014年６月 当社取締役

2015年４月 当社関西営業部長

2016年６月 当社営業本部統括部長 兼 関西営業部長

2017年６月 当社代表取締役社長（現）

2017年６月 当社営業本部長（現）

[重要な兼職の状況]

株式会社システム機器センター　代表取締役社長

株式会社響和　代表取締役社長

17,500株

【取締役候補者とした理由】

主に営業部門の業務に従事し、現在は代表取締役社長として当社の経営
を担っております。家電業界における豊富な経験・実績と高い見識を有
しており、当社およびグループ全体の企業価値向上と監督強化に重要な
役割を果たしていることから、引続き取締役候補者といたしました。

２

つじ

辻
 

　
まさ

正
ひで

秀
(1953年９月16日生)

1976年３月 当社入社

2003年６月 当社執行役員

2003年６月 当社経理部長

2005年６月 当社取締役

2008年４月 当社常務取締役

2008年４月 当社管理本部長 兼 経理部長

2008年６月 当社管理本部長 兼 経理部長 兼 情報シ

ステム部長

2009年10月 当社管理本部長 兼 経理部長

2017年６月 当社代表取締役専務（現）

2018年６月 当社管理本部長（現）

25,600株

【取締役候補者とした理由】

主に管理部門の業務に従事し、現在は代表取締役専務として管理本部を
統括しております。豊富な経験と高い見識を有しており、当社およびグ
ループ全体の経営の重要事項の決定や監督強化に重要な役割を果たして
いることから、引続き取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
（生　年　月　日）

略歴、当社における地位および担当
（重　要　な　兼　職　の　状　況）

所 有 す る
当社の株式数

３

ふ

冨
きん

金
ばら

原
 

　
ひろ

弘
とし

寿
(1959年５月23日生)

1978年３月 当社入社

2006年４月 当社大阪支店長

2007年４月 当社執行役員

2010年２月 当社中日本統括営業部長 兼 関西営業部長

2011年６月 当社取締役

2012年４月 当社西日本統括営業部長 兼 関西営業部長

2014年４月 当社西日本統括営業部長 兼 関西営業部長 

兼 九州営業部長

2015年４月 当社常務取締役（現）

2015年４月 当社営業副本部長 兼 関東営業部長

2016年６月 当社営業本部長

2017年６月 当社営業本部統括部長 兼 関東営業部長

2018年４月 当社営業本部統括部長（現）

17,300株

【取締役候補者とした理由】

主に営業部門の業務に従事し、現在は常務取締役として営業本部を統括
しております。豊富な経験と高い見識を有しており、当社の経営の重要
事項の決定や監督強化に適切な役割を果たしていることから、引続き取
締役候補者といたしました。

４

く

公
もん

文
 

　
まさ

雅
と

人
(1953年４月22日生)

1976年３月 当社入社

2004年４月 当社執行役員

2004年４月 当社関東広域担当部長

2011年６月 当社取締役（現）

[重要な兼職の状況]

大和無線電器株式会社　代表取締役社長

リード株式会社　代表取締役社長

19,600株

【取締役候補者とした理由】

営業部門および管理部門の業務に従事し、現在はグループ企業の代表取
締役として経営を担っております。豊富な経験と高い見識を有してお
り、当社の経営の重要事項の決定や監督強化に適切な役割を果たしてい
ることから、引続き取締役候補者といたしました。

５

やま

山
した

下
 

　
しゅん

俊
じ

治
(1961年３月19日生)

1979年３月 当社入社

2010年２月 当社関東営業部 営業一部長

2012年４月 当社名古屋支店長

2015年４月 当社九州営業部長（現）

2015年６月 当社取締役（現）

6,400株

【取締役候補者とした理由】

主に営業部門の業務に従事し、現在は取締役として九州営業部を統括し
ております。豊富な経験と高い見識を有しており、当社の経営の重要事
項の決定や監督強化に適切な役割を果たしていることから、引続き取締
役候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
（生　年　月　日）

略歴、当社における地位および担当
（重　要　な　兼　職　の　状　況）

所 有 す る
当社の株式数

６

み

御
さき

前
 

　
ひと

仁
し

志
(1963年８月23日生)

1987年４月 株式会社紀陽銀行入行

2001年９月 株式会社ピクセラ取締役総務部長

2009年６月 株式会社アテクト取締役

2012年８月 当社入社

2016年６月 当社執行役員

2016年６月 当社総務部長（現）

2018年６月 当社取締役（現）

1,400株

【取締役候補者とした理由】

主に管理部門の業務に従事し、現在は取締役として総務部を統括してお
ります。豊富な経験と高い見識を有しており、当社の経営の重要事項の
決定や監督強化に適切な役割を果たしていることから、引続き取締役候
補者といたしました。

７

＜新任＞

すぎ

杉
もと

本
 

　
じゅん

純
いち

一
ろう

郎
(1961年12月７日生)

1980年３月 当社入社

2010年２月 当社関東営業部 営業二部長

2016年６月 当社執行役員（現）

2016年６月 当社関東営業部副部長 兼 営業二部長

2017年６月 当社関西営業部長（現）

0株

【取締役候補者とした理由】

主に営業部門の業務に従事し、現在は執行役員として関西営業部を統括
しております。豊富な経験と高い見識を有しており、当社の経営の重要
事項の決定や監督強化に適切な役割を果たすことができると判断したこ
とから、取締役候補者といたしました。

８

＜新任＞

くり

栗
しま

嶋
 

　
ひろ

裕
みつ

充
(1964年７月28日生)

1987年４月 株式会社三和銀行（現 株式会社三菱ＵＦ

Ｊ銀行）入行

2012年10月 同行心斎橋支社長

2015年１月 同行瓦町支社長

2018年２月 当社入社 管理本部 副本部長

2018年４月 当社執行役員（現）

2018年６月 当社経理部長（現）

200株

【取締役候補者とした理由】

金融機関における幅広い業務の実績があり、現在は執行役員として経理
部を統括しております。豊富な経験と高い見識を有しており、当社の経
営の重要事項の決定や監督強化に適切な役割を果たすことができると判
断したことから、取締役候補者といたしました。

－ 39 －

取締役９名選任の件



候補者
番 号

氏 名
（生　年　月　日）

略歴、当社における地位および担当
（重　要　な　兼　職　の　状　況）

所 有 す る
当社の株式数

９

とく

德
まる

丸
 

　
こう

公
ぎ

義
(1955年12月30日生)

1982年９月 監査法人中央会計事務所入所

1986年３月 公認会計士登録

1991年７月 株式会社タックスブレイン代表取締役社

長（現）

1992年８月 北斗監査法人（現 仰星監査法人）入所

1995年７月 税理士登録

2014年６月 当社取締役（現）

2014年７月 仰星監査法人 副理事長代表社員

2017年７月 同監査法人 理事代表社員（現）

1,100株

【社外取締役候補者とした理由】

公認会計士としての専門的見地および高い見識と、企業経営における経
験を活かし、独立した立場から適切な意見、助言をいただいており、当
社の経営の重要事項の決定や監督強化に適切な役割を果たしていること
から、引続き社外取締役候補者といたしました。

（注）１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２．德丸公義氏は、社外取締役候補者であります。

３．德丸公義氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は

本定時株主総会終結の時をもって５年となります。また、当社は、同氏を東京証券取引

所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

４．当社は、德丸公義氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項

の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の

限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としており、德丸公義氏の再任

が承認された場合は、同氏との当該契約を継続する予定であります。
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取締役９名選任の件



第３号議案　監査役２名選任の件

　監査役遊上利之氏および妙中茂樹氏は、本定時株主総会終結の時をもって任

期満了となりますので、監査役２名の選任をお願いいたしたいと存じます。

　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

　監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生　年　月　日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（重　要　な　兼　職　の　状　況）

所 有 す る
当社の株式数

１

＜新任＞

いな

稲
づ

津
 

　
ひと

仁
し

司
(1961年12月28日生)

1984年４月 株式会社三和銀行（現 株式会社三菱ＵＦ

Ｊ銀行）入行

2007年４月 同行杭瀬支店長

2009年４月 同行大阪テレビ窓口センター長

2012年７月 ダイダン株式会社入社 営業部担当部長

2019年２月 当社入社　顧問（現）

200株

【監査役候補者とした理由】

金融機関における豊富な経験、事業会社における幅広い業務の実績があ
り、その経験および見識を当社の監査に反映していただけるものと期待
し、監査役候補者といたしました。

２

たえ

妙
なか

中
 

　
しげ

茂
き

樹
(1961年９月10日生)

1985年８月 青山監査法人大阪事務所入所

1988年３月 公認会計士登録

1989年10月 妙中幹男公認会計士事務所入所

1995年６月 西本産業株式会社（現 キヤノンライフケ

アソリューションズ株式会社）監査役

2006年１月 妙中茂樹公認会計士事務所 所長（現）

2009年６月 日本システム技術株式会社監査役（現）

2018年１月 ダイビル株式会社仮監査役

2018年１月 当社監査役（現）

0株

【社外監査役候補者とした理由】

公認会計士としての専門的見地および豊富な経験等を当社の監査に反映して
いただいており、引続き社外監査役候補者といたしました。なお、妙中茂樹
氏は直接企業経営に関与された経験はありませんが、企業会計に精通し、監
査業務についての十分な知見を有することから、社外監査役としての職務を
適切に遂行していただけるものと判断いたしました。

（注）１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２．妙中茂樹氏は、社外監査役候補者であります。

３．妙中茂樹氏は、現在、当社の社外監査役でありますが、監査役としての在任期間は、本

株主総会終結の時をもって１年５ヶ月となります。また、当社は、同氏を東京証券取引

所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

４．当社は、妙中茂樹氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項

の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の

限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としており、妙中茂樹氏の再任

が承認された場合は、同氏との当該契約を継続する予定であります。

５．妙中茂樹氏は、2019年６月26日付でダイビル株式会社の監査役に就任する予定であります。
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監査役２名選任の件



第４号議案　補欠監査役１名選任の件

　法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の

選任をお願いいたしたいと存じます。

　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

　補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
（生　年　月　日）

略 歴
（重　要　な　兼　職　の　状　況）

所 有 す る
当社の株式数

なか

中
の

野
 

　
まさ

正
のぶ

信
(1947年２月６日生)

1970年８月 監査法人中央会計事務所入所

1975年10月 公認会計士登録

1989年８月 中央新光監査法人代表社員

2000年９月 中野正信公認会計士事務所開設 所長

（現）

2001年５月 エスフーズ株式会社監査役（現）

2002年10月 税理士登録

2005年３月 税理士法人ＴＡＳ設立 代表社員（現）

2007年６月 フジテック株式会社監査役（現）

0株

【補欠の社外監査役候補者とした理由】

公認会計士としての専門的見地および豊富な経験等を当社の監査に反
映していただけるものと期待し、補欠の社外監査役候補者といたしまし
た。なお、中野正信氏は直接企業経営に関与された経験はありません
が、企業会計に精通し、監査業務についての十分な知見を有することか
ら、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断い
たしました。

（注）１．候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２．中野正信氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

３．当社は、中野正信氏が監査役に就任した場合は、会社法第427条第１項の規定に基づき、

同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定です。ただし、当該契

約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額とい

たします。

４．中野正信氏は、2019年６月21日付でフジテック株式会社の監査役を退任する予定であり

ます。

第５号議案　役員賞与の支給の件

　当期の業績等を勘案して、当期末時点の社外取締役を除く取締役７名に対し、

役員賞与総額33百万円を支給することといたしたいと存じます。

以　上
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補欠監査役１名選任の件、役員賞与の支給の件
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株 主 総 会 会 場 ご 案 内

会場：大阪市中央区南船場４丁目２番４号

　　　日本生命御堂筋ビル12階

　　　ハートンホール「マーガレット」

　　　　　　電話（06）6258－1141

本年度より、株主総会にご出席の株主様へのお土産の配布
を取りやめさせていただきます。
何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。
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●地下鉄御堂筋線心斎橋駅３番出口から徒歩約２分

（
当会場には、駐車場がございませんので、

あしからずご了承くださいますようお願い申しあげます。 ）

地図


